
７月は同和問題啓発強調月間です
同和問題は私たちみんなの問題です

「誰かがいつか解決する」社会ではなく
「私たちがいつか必ず解決する」社会へ

同
和
問
題
（
部
落
差
別
）
を

知
っ
て
い
ま
す
か

　

同
和
問
題
と
は
、
江
戸
時
代
の
身
分

制
度
や
人
々
の
意
識
の
中
に
つ
く
ら
れ

た
歴
史
的
・
社
会
的
な
差
別
が
、
今
な

お
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
残
っ
て
い
る
重

大
な
社
会
問
題
で
あ
り
、
ほ
か
の
国
に

は
存
在
し
な
い
、
日
本
特
有
の
人
権
問

題
で
す
。

　

か
つ
て
、
日
本
国
民
の
一
部
の
人
た

ち
が
作
為
的
に
住
む
場
所
や
仕
事
、
結

婚
な
ど
日
常
生
活
で
厳
し
い
制
限
を
受

け
、差
別
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
人
々

が
住
ま
わ
さ
れ
て
い
た
場
所
が
同
和
地

区
や
被
差
別
部
落
な
ど
と
呼
ば
れ
、
そ

こ
で
生
活
す
る
人
へ
の
差
別
や
偏
見
な

ど
を
同
和
問
題
や
部
落
差
別
と
言
い

ま
す
。

　

私
た
ち
は
誰
も
が
生
ま
れ
る
場
所
を

選
ぶ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、

同
和
問
題
と
は
、
本
人
に
は
何
の
原
因

も
責
任
も
な
い
こ
と
で
不
平
等
や
不
利

益
を
強
い
ら
れ
、
自
由
と
平
等
が
侵
害

さ
れ
る
不
合
理
な
人
権
問
題
な
の
で
す
。

水
平
社
宣
言
と
は

　
大
正
11（
１
９
２
２
）年
３
月
３
日
、

京
都
市
の
岡
崎
公
会
堂
に
各
地
か
ら

約
３
０
０
０
人
が
集
ま
っ
て
全
国
水

平
社
の
創
立
大
会
が
開
か
れ
、
綱こ
う
り
ょ
う領、

宣
言
、
決
議
を
採
択
し
ま
し
た
。
西さ
い
こ
う光

万ま
ん
き
ち吉
氏
の
起
草
し
た
宣
言
は
、
水
平

社
運
動
が
人
間
の
尊
厳
、
自
由
・
平

等
の
理
念
に
基
づ
い
て
一
切
の
差
別
・

抑
圧
と
闘
い
、
部
落
出
身
者
だ
け
で

な
く
全
て
の
人
間
の
解
放
を
目
指
す

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
、
こ

の
宣
言
文
が
「
水
平
社
宣
言
」
で
す
。

「
人
の
世
に
熱
あ
れ
、
人
間
に
光
あ
れ
」

と
結
ば
れ
た
、
格
調
の
高
い
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
思
想
の
こ
の
水
平
社
宣
言
は
、

日
本
で
最
初
の
人
権
宣
言
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
宣
言
に
は
、
長
い
歴
史
の
中

で
不
当
な
差
別
を
受
け
て
き
た
人
々

の
切
実
な
思
い
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る

だ
け
で
な
く
、
人
間
を
尊
敬
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
全
て
の
人
々
が
部
落

差
別
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
を

受
け
る
こ
と
な
く
、
人
間
ら
し
く
暮

ら
し
て
い
け
る
社
会
の
実
現
を
願
う

気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

教
科
書
の
無
償
配
布

（
部
落
解
放
運
動
か
ら
の
成
果
）

　
小
中
学
生
に
当
た
り
前
の
よ
う
に
無

償
で
配
布
さ
れ
て
い
る
教
科
書
。
今
か

ら
60
年
ほ
ど
前
に
「
全
て
の
こ
ど
も
た

ち
に
安
心
し
て
学
習
し
て
ほ
し
い
」
と

い
う
思
い
か
ら
、
昭
和
36
（
１
９
６
１
）

年
に
被
差
別
部
落
の
活
動
か
ら
始
ま
っ

た
の
が
「
教
科
書
無
償
運
動
」
で
す
。

　
そ
の
後
、「
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科

用
図
書
の
無
償
に
関
す
る
法
律
」（
昭
和

37
（
１
９
６
２
）
年
４
月
１
日
施
行
）

「
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の

無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
」（
昭
和
38

（
１
９
６
３
）
年
12
月
21
日
施
行
）
が
成

立
し
、
昭
和
44
（
１
９
６
９
）
年
か
ら

小
中
学
生
へ
無
償
配
布
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

ど
ん
な
差
別
が

起
き
て
い
る
の
か

　
近
年
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及

に
伴
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
匿
名
性

を
悪
用
し
て
、
電
子
掲
示
板
な
ど
に
面

白
半
分
で
同
和
地
区
の
地
名
や
そ
の
地

域
に
多
い
姓
な
ど
を
掲
載
す
る
、
差
別

書
き
込
み
な
ど
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

特
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
拡
散
さ
れ

た
情
報
は
、
完
全
に
削
除
す
る
こ
と
が

困
難
で
あ
り
、
う
そ
の
情
報
だ
っ
た
と

し
て
も
、
多
く
の
人
を
傷
つ
け
る
無
責

任
で
極
め
て
悪
質
な
も
の
で
す
。
そ
の

ほ
か
に
も
、
企
業
が
採
用
時
に
調
査
会

社
に
依
頼
し
て
応
募
者
の
家
族
状
況
な

ど
を
調
べ
た
り
、
地
方
自
治
体
な
ど
に

特
定
の
地
区
が
同
和
地
区
か
ど
う
か
調

査
し
た
り
す
る
と
い
う
、
就
職
差
別
に

つ
な
が
る
身
元
調
査
事
件
が
起
き
て
い

ま
す
。
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同
和
問
題
の
解
決
を
目
指
し
て

　

同
和
問
題
の
解
決
を
目
指
す
う
え
で

｢
放
っ
て
お
け
ば
差
別
は
い
つ
か
な
く

な
る
」
と
考
え
る
人
が
い
ま
す
。
こ
れ

は
「
寝
た
子
を
起
こ
す
な
」
と
い
う
考

え
方
で
あ
り
、
同
和
問
題
を
学
習
す
る

中
で
よ
く
耳
に
し
ま
す
。
本
当
に
放
っ

て
お
い
て
差
別
は
な
く
な
る
の
で
し
ょ

う
か
。
も
し
本
当
に
そ
う
で
あ
れ
ば
、

同
和
問
題
は
も
う
な
く
な
っ
て
い
る
は

ず
で
す
。
同
和
問
題
の
解
決
に
必
要
な

こ
と
は
、
無
関
心
で
は
な
く
、
正
し
い

理
解
と
差
別
を
決
し
て
許
さ
な
い
と
い

う
気
持
ち
で
す
。
無
関
心
は
さ
ら
な
る

差
別
を
助
長
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
実

際
に
同
和
問
題
に
無
関
心
で
あ
っ
た
り
、

よ
く
知
ら
な
か
っ
た
り
す
る
と
、
偏
見

や
差
別
を
目
に
し
た
時
に
気
付
く
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
正
し
い
理
解

と
認
識
を
持
つ
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。

　

同
和
問
題
は
誰
か
の
問
題
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
私
た
ち
一
人
一
人
の
問
題
で

あ
り
、
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問

題
で
す
。
こ
の
機
会
に
、
家
庭
や
地
域
、

職
場
な
ど
で
同
和
問
題
の
こ
と
を
考
え

て
み
ま
せ
ん
か
。

同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
の

お
知
ら
せ

■
芦
屋
町
人
権
講
演
会

▽�

と
き　
７
月
5
日
金
・
午
後
6
時　

30
分
～
8
時
45
分

▽�

と
こ
ろ
　
町
民
会
館
１
階
大
ホ
ー
ル

▽
映
画
　「
破は
か
い戒
」

※ 

詳
し
く
は
、
広
報
あ
し
や
今
号
に
折
り

こ
ん
で
い
る
チ
ラ
シ
を
見
て
く
だ
さ
い
。

■
人
権
パ
ネ
ル
展
示

▽
と
き　
７
月
１
日
月
～
31
日
水

▽
と
こ
ろ　
役
場
１
階
ロ
ビ
ー

■
街
頭
啓
発

▽�

と
き
　
７
月
１
日
月
・
午
後
4
時　

30
分
か
ら
（
予
定
）

▽
と
こ
ろ
　
正
門
通
り
商
店
街
な
ど

■
福
岡
県
人
権
講
演
会

▽�

と
き
　
７
月
20
日
土
・
午
後
1
時　

30
分
か
ら

▽
と
こ
ろ
　
ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ
（
春

　
日
市
原
町
）　

▽�

内
容
　【
講
演
】
部
落
問
題
の
今
と
、

こ
れ
か
ら
の
社
会
づ
く
り

　
【
講
師
】　
武た
け
だ田 

緑み
ど
りさ
ん

　人は誰でも、人として尊重され、それぞれに
ふさわしい環境の下で人間らしく生きる権利を
持っています。これは男性であろうと女性であ
ろうとすべての人に平等に与えられています。
　女性は男性とは違った身体的特徴を持つこと
から、時には男性とは違った配慮を必要とする
ことがありますが、性別の違いを理由として、
自らの能力や個性を制限されたり否定されたり
するものではありません。また、女性も、自ら
の意思で社会のあらゆる分野での活躍に参画
し、その能力を発揮できる機会が確保されなけ
ればなりません。
　女性差別の例の１つとして、男女間における
賃金格差があります。
　男女雇用機会均等法の施行以降、法律上は就
ける職業に男女の差はないことになっています
が、実態は男性がリーダー的な役割を担い、女
性の多くはケア・サポート的な役割が多く、仕
事内容の違いが賃金格差につながっていると言
えます。一見、性別に関係のない取り扱いであ
っても、運用した結果、いずれかの性に不利益
を与えることを「間接差別」と言います。賃金
格差の背景には、「勤続年数」と「管理職登用率」
があげられます。女性は結婚・出産などによっ
て休職・退職をする割合が高く、男性と比べて
勤続年数が短くなり、それが平均賃金の差につ
ながっています。
　また、厚生労働省の調査によると、男性の賃
金水準を 100 としたとき、女性の賃金水準の
割合はおよそ 75 であると言われ、約 25%の
賃金格差が存在していることになります。
　男女雇用機会均等法の施行により、男女の均
等な取り扱いの法的枠組みが整備されることに
伴い、性別を理由に差別されることなく、その
能力を十分に発揮できる環境も整備していく必
要があります。女性の職域が拡大し、管理職に
占める女性の割合も上昇するなど、女性の活躍
の場が広がっていく社会が求められます。

差別をなくすために  第 469 号

男女の賃金格差について考えてみ
ませんか

芦屋町人権・同和教育研究協議会
▷問い合わせ　社会教育係
　（☎２２３‐３５４６）

広報あしや　2024.7③


